
問合せ：子育て健康課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

助成内容

0
歳 

か
ら 

中
学
校
3
年
生 

ま
で
の 

医
療
費 
を 

完
全
無
料
化 

し
ま
す

　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、４月１日から子どもの通院医療費の対象を中学校３年生

まで拡大し、義務教育修了前の子どもの医療費を無料化します。

　新たに助成の対象となる中学校２・３年の子どもがいる世帯は申請が必要になります。なお、対象

になると思われる方には4月中旬に申請書類などを送付しています。書類が届かない場合は、お手数で

も担当までご連絡ください。

　転入などの場合は、随時申請を受け付けます。

　市内に住所を有し、医療保険各法の被保険者ま
たは被扶養者である中学生（平成15年４月２日
～平成17年４月１日生まれ）の保護者
※他の公費負担制度（ひとり親家庭等医療費給付
　制度、重度心身障害者医療費助成制度、生活保護
　制度など）により給付が受けられる場合を除き
　ます。ただし、ひとり親家庭等医療費給付制度
　の対象者で、保護者などの所得制限限度額超過
　などにより非該当となる場合は、中学生までの
　子どものみ対象となります。

①子ども医療費受給資格証交付（更新）申請書
②口座振込依頼書
③振込先の通帳など（コピー可）
④対象となる子どもの保険証（コピー可）
⑤子ども・保護者のマイナンバーカードまたは通知
　カードおよび本人確認書類
⑥印鑑（スタンプ式不可）

　通知が届いた日～ 5月31日(木)
　８時15分～ 17時
※土・日曜日、祝日を除きます。
※受付期間内に提出しないときは、受給資格の認
　定が７月１日以降になる場合がありますのでご
　注意ください。

▷子育て健康課母子保健係（健康センター内）
▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課市民係
▷葛川支所

　受給資格証は6月中旬に送付予定です。
　受給資格証が届くまでの間に受診された場合
は、受給資格認定後、償還払いによりお支払いし
ますので、領収書は捨てずに保管してください。
※医療費給付の申請には、期限がありますのでご
　注意ください（診療した翌月初日から起算して
　６か月以内）。
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対象者 給付 自己負担

平成30年４月１日から

未就学児童

小学生

中学生

現物給付

現物給付
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現物給付：医療機関窓口で受給資格証を提示することにより、医療費の支払いがなくなります。
償還払い：医療機関において支払った医療費の領収書を添えて申請することで、後日給付されます。
※所得制限はありませんが、県の補助事業対象者を判定するため、未就学児童については保護者の所得審査を行います。

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241 ～ 1243）

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が延長されました
　平成27年度税制改正で実施された軽自動車税のグ
リーン化特例（軽課）について、特例の対象を見直し
た上で適用期限が平成31年度分まで延長されること
になりました。
　これにより、平成29年４月1日から平成30年3月

31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車
などのうち、排出ガス性能および燃費性能に優れたも
にについては、以下のとおり、平成30年度分の軽自
動車税に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車両区分

三輪

標準

ガソリン車・ハイブリッド車・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(ポス
ト新長期規制（自動車排
出ガス規制）から窒素酸
化物10％低減）

・平成32年度燃費基準
＋30％達成(乗用車)
・平成27年度燃費基準
＋35％達成(貨物車)

・平成32年度燃費基準
＋10％達成(乗用車)
・平成27年度燃費基準
＋15％達成(貨物車)

四輪
乗用

貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

概ね 75％軽減 概ね 50％軽減 概ね 25％軽減
3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

問合せ：税務課　住民税係　☎44-1111（内線1241 ～ 1243）

　障がい者本人または障がい者の方と生計を
同じくする方が所有する軽自動車のうち１台

納税義務者の個人番号(マイナンバー )確認
書類および本人確認書類、印鑑、運転する方
の運転免許証、車検証、軽自動車税納税通知
書、身体障害者手帳または療育(愛護)手帳、
精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
※障がい者の方と運転される方が別居してい
　る場合は、生計同一証明書(福祉課障がい
　支援係で発行)も必要となります。

・  減免申請書(本庁舎税務課および尾上・碇
　ヶ関総合支所市民生活課・葛川支所にあり
　ます)と以下書類など。

・税務課住民税係
・尾上総合支所市民生活課総務係
・碇ヶ関総合支所市民生活課総務係
・葛川支所

①減免を受けるための申請は、毎年必要と
　なります。
②普通自動車税の減免申請をする場合は、
　軽自動車税の減免申請はできませんの　
　でご注意ください。
③既に納付された税については減免を受け
　られませんので、納税組合などに加入さ
　れている方は特にご注意ください（４月
　27日(金)までに税務課住民税係へ減免
　を受けたい旨をお伝えください）。

④平成30年４月２日以降手帳の交付を受
　けている場合は、翌年度より減免対象と
　なります。
⑤申請を受付した場合でも、減免基準に合
　致しないことが判明した場合は減免が受
　けられません。
※障がいの程度や車両の使用状況によって
　は、障害者手帳をお持ちであっても減免
　とならない場合があります。詳しくは担
　当までお問い合わせください。

軽自動車税
減免の
おしらせ

対　象　と　な　る　車　両

＜必要書類＞

＜必要書類＞

一般の軽自動車など

申請窓口

＜留意事項＞

特殊用途の軽自動車

　車体の構造や装置が、障がい者
利用のために特殊な仕様となって
いる軽自動車(車検証に「身体障
害者輸送車」「車いす移動車」な
どの記載があるもの)

納税義務者の個人番号確認書類お
よび本人確認書類(納税義務者が
法人の場合は法人番号確認書
類)、印鑑、車検証、軽自動車税
納税通知書

５月２日(水)
　～５月24日(木)

※上記期間を過ぎますと、その年度の減免　
　を受けることができなくなります。

・  減免申請書(本庁舎税務課および
　尾上・碇ヶ関総合支所市民生活
　課・葛川支所にあります)と以
　下書類など。
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（土・日曜日、祝日を除く）

　身体障害者手帳、療育(愛護)
手帳、精神障害者保健福祉手帳、

戦傷病者手帳の交付を受けている

方などが生業、通院、通学などの

ために自動車を使用する場合、一

定の条件に該当する申請により軽

自動車税の減免を受けることがで

きます。
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